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【 事 業 概 要 】 

（１）事業の現況

26 人

人 人

3 人 1 人

14 人 3 人

1 人 4 人

（２）施設

1708.55 ㎡ ㎡　居室床面積

入居　 50人
短期　　4人

法適・非適の区分

事 業 の 内 容

　施設数

　延床面積

　　看護職員数

　　介護職員数

　　介護支援専門員数

職 員 数

　　常勤医師数

　　その他職員

昭和53年6月1日非適用

未導入
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

事 業 開 始 年 月 日

指 定 管 理 者 制 度
導 入 状 況

　定員1施設

　　理学療法士又は
　　作業療法士

　　栄養士

　　事務職員

 

 

 

 

 

 



第１ 経営の基本方針 

 

高齢化が急速に進む地域において、介護保険法令に従い、利用者が能力に

応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう広域に介護老人福

祉施設サービスを提供することを目的とし、昭和５３年６月に一部事務組合

として開設された施設である。現在の事務組合構成町は、美波町・牟岐町・

海陽町の３町である。また、地域に根ざした施設として、「信頼」と「思いや

り」を基本理念に、地域の医療機関・福祉サービス事業者及び社会福祉協議

会等とも密接な連携を図り、地域社会への貢献を使命として施設経営を行っ

ている。 

近年においては、平成２７年４月法令改正以降の利用者数の減少、介護職

員不足及び施設の老朽化対応など非常に厳しい運営状況となっている。今後

については、現施設の更新等を含む運営方針の検討が必要である。 

       

第２ 計画期間  

 

令和３年度から令和１２年度までの１０年間  

     

第３ 投資・財政計画  

     

別紙に記載  

 

第４ 効率化・経営健全化の取り組み  

 

（１）組織、人材、定員、給与に関する事項  

将来にわたって介護施設サービスの提供を継続していくため、地域にあ

った経営の在り方を絶えず見直していくことが必要不可欠であり、効率的

且つ効果的な事業運営ができるような事業組織を目指します。 

介護施設サービス事業は、人的依存度の強い事業である。サービス提供

に携わる介護職員の安定的確保にむけ、会計年度任用職員の処遇改善及び

給与水準の適正化に努めます。 

   

（２）広域化に関する事項    

現在のところ検討していません。  

 

（３）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項  

       現在、指定管理者制度は導入していませんが、今後の経営状況に鑑み民

間活用を含めた施設の具体的なあり方・方向性の検討を行います。  

   



（４）その他の経営基盤の強化に関する事項  

平成３０年度において作成した経営改善計画書を基に取り組んでいる

ところです。経営基盤の強化のためには、介護職員の確保が最優先課題で

あり、利用者の受入れや経営の安定化・健全化を図るような体制づくりに

努めます。 

 

（５）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額が 

ある場合にはその解消策 

現時点では、施設サービスに係る経費はすべて介護報酬及び事務組合

構成町の分担金で賄えているが、平成２９年度以降は前年度繰越金の減

少により年度末時期において一時的な資金不足となり、資金の一時借入

を行い対応している状況である。本計画期間内において、経営の適正な見

直しを行い一時的な資金不足の解消に努めます。 

    

（６）資金管理・調達に関する事項  

       事業経営の適正な見直しを図り、資金管理・調達の健全化に努めます。 

    

（７）情報公開に関する事項  

      町広報誌やホームページ等を通じ情報公開に取り組みます。  

  

（８）その他の重点事項  

    本経営戦略について、計画の実施状況や介護保険制度の動向を踏まえ、

必要に応じて見直しを図る。 

 

（参考） 

① 事業の意義、提供するサービス自体の必要性  

        高齢者人口・高齢化率の増加、家族構成や経済状況の変化等により、

介護老人福祉施設の需要はますます高まると考えます。なお、認知症や

要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが

できるように、利用者本人や家族の実情に合った継続的なサービスの提

供が必要である。 

  

   ② 公営企業として実施する必要性  

       一部事務組合として設立の経緯や地域性から、民間事業者等による新

しい施設の整備は難しい状況にある。また、地域の高齢化進行や多様化

する利用者家族のニーズに対応していくためにも、公共性・安全性を確

保した当施設の運営継続が必要であると考える。 



様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決算
見込

1 (A) 174,988 171,270 184,420 185,450 186,450 187,450 188,450 188,950 189,450 189,950 190,450 190,950

（１） (B) 133,474 121,740 141,050 142,050 143,050 144,050 145,050 145,550 146,050 146,550 147,050 147,550

ア 133,415 121,700 141,000 142,000 143,000 144,000 145,000 145,500 146,000 146,500 147,000 147,500

イ (C)

ウ 59 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

（２） 41,514 49,530 43,370 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400

ア

イ 41,514 49,530 43,370 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400

２ (D) 175,892 173,580 184,020 185,130 186,130 187,130 188,130 188,730 189,230 189,630 190,130 190,630

（１） 175,865 173,550 183,990 185,100 186,100 187,100 188,100 188,700 189,200 189,600 190,100 190,600

ア 119,700 116,100 126,740 127,700 128,500 129,300 130,100 130,500 130,800 131,000 131,300 131,600

イ 56,165 57,450 57,250 57,400 57,600 57,800 58,000 58,200 58,400 58,600 58,800 59,000

（２） 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

ア 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

イ

３ (E) ▲ 904 ▲ 2,310 400 320 320 320 320 220 220 320 320 320

1 (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１）

（２） (H)

（３）

（４）

（５）

３ (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収
　
益
　
的
　
収
　
支

資
　
本
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

R８ R９ R１０ R１１ R１２

総 収 益

そ の 他

そ の 他

他 会 計 繰 入 金

R６ R７

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 退 職 手 当

職 員 給 与 費

R５

料 金 収 入

営 業 収 益

受 託 工 事 収 益

R４本年度

営 業 外 収 益

地 方 債

(A)-(D)

そ の 他

収 支 差 引

総 費 用

営 業 費 用

資 本 的 収 入

営 業 外 費 用

そ の 他

支 払 利 息

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引

他 会 計 補 助 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

そ の 他

資 本 的 支 出

(F)-(G)

う ち 職 員 給 与 費

建 設 改 良 費

う ち 資 本 費 平 準 化 債

地 方 債 償 還 金



様式第2号（法非適用企業）

投資・財政計画

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決算
見込

R８ R９ R１０ R１１ R１２R６ R７R５R４本年度

(J) ▲ 904 ▲ 2,310 400 320 320 320 320 220 220 320 320 320

(K)

(L) 3,359 2,455 145 545 865 1,185 1,505 1,825 2,045 2,265 2,585 2,905

(M)

(N) 2,455 145 545 865 1,185 1,505 1,825 2,045 2,265 2,585 2,905 3,225

(O)

(P) 2,455 145 545 865 1,185 1,505 1,825 2,045 2,265 2,585 2,905 3,225

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 133,474 121,740 141,050 142,050 143,050 144,050 145,050 145,550 146,050 146,550 147,050 147,550

（T)

(U)

(V)

(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(X) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決算
見込

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合 計

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

実 質 収 支

(N)-(O)

(J)-(K)+(L)-(M)

黒 字

赤 字

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

）

）×100

×100

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

収 益 的 収 支 比 率 （

赤 字 比 率 （

100.2 100.1100.2 100.2 100.1 100.2100.2 100.2 100.2 100.2

R５ R６

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

99.5 98.7

形 式 収 支

R１１

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

R１２R７ R８ R９ R１０本年度 R４

(（T）/（V）×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

(E)+(I)収 支 再 差 引



様式第2号（法適用企業・法非適用企業　共通）

投資・財政計画（説明）

　投資についての説明

　　

　財源についての説明

　　

　計画期間中においては、施設の大規模改修等の予定はありませんが、設備の故障等により必要が生じた
場合でも過大な投資とならないよう留意します。

　大規模改修等の必要が生じた場合の財源については、一部事務組合構成３町の組合分担金の追加若しくは
地方債の借り入れが想定されます。


